
様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名

称
行政基本ファイル

行政機関等の名称 春日市

事務担当課等

経営企画部 デジタル政策課

電話番号（092）584―1111 内線（6000～6004）

個人情報ファイルの利

用目的
行政事務一般のために利用する。

記録項目

1住民コード、2住民票コード、3カナ氏名、4氏名、5生年月
日、6世帯代表者カナ、7世帯代表者氏名、8混合世帯主カ
ナ、9混合世帯主氏名、10住所、11方書、12転入前住所、13
転入前方書、14通称住所、15通称方書、16新住民コード、17
市外局番、18局番、19番号、20内線、21筆頭者カナ、22筆
頭者名、23本籍地、24口座番号、25名義人（カナ）、26名
義人住民コード、27送付先住民コード、28送付先住所、29送
付先方書、30送付先カナ氏名、31送付先氏名、32管理人住民
コード、33地図コード 1、34地図コード 2、35地図コード
3、36電子送達宛先、37外国人登録番号、38公称カナ、39公
称名、40併記名、41関連人住民コード、42関連人住所、43
関連人方書、44関連人カナ氏名、45関連人氏名、46関連人市
外局番、47関連人局番、48関連人番号、49関連人内線、50
関連人 Eメールアドレス、51在留カード等の番号、52旧氏カ
ナ、53旧氏、54宛先住民コード、55障害者手帳番号、56療
育手帳番号、57原爆手帳番号、58個人番号、59電子申告手続
ID、60電子申告利用者 ID、61電子申告氏名又は名称（フリ
ガナ）、62電子申告氏名又は名称、63電子申告連絡先（E-
mail）

記録範囲
春日市に住民登録をしたことがある者及び春日市が賦課する税

又は料の納税義務者になったことがある者

記録情報の収集方法
住民記録システムを含む基幹系情報システムから連携してデー

タベースを作成

要配慮個人情報の有無 ■ 含む □ 含まない

記録情報の経常的提供

先（法第 75条第 3項に

該当する場合を除く。）

□ 有 ■ 無

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

名 称 春日市 経営企画部 デジタル政策課

所在地 福岡県春日市原町 3丁目 1番地 5



訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等

□ 有 ■ 無

個人情報ファイルの種

別

■ 法第 60条第 2項第 1号

（電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第 2項第 2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第 7 項に該当するファイル
□ 有 ■ 無

備考


